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保 健 消 防 委 員 会 記 録 

 

日 令和５年12月５日（火） （第４回定例会） 

時 
             休    憩 

午前10時０分 開議 （  な    し     ） 午後０時33分 散会 

場 所 第２委員会室 

出席委員 

小 坂 さとみ 須 藤 博 文 岡 崎 純 子 野 島 友 介 

渡 邊 惟 大 椛 澤 洋 平 伊 藤 康 平 植 草   毅 

川 合 隆 史 米 持 克 彦   

欠席委員 な  し 

担当書記 石 黒 薫 子 笹 嶋 健 司  

説 明 員 

保健福祉局 

保健福祉局長 今泉 雅子 保健福祉局次長 小野 聡志 

健康福祉部長 富田 薫 医療衛生部長 南 久志 

健康支援課長 岡田 明子 健康保険課長 柿沼 利江 

生活衛生課長 藤原 淳一 総括主幹 豊田 貴光 

消防局    

消防局長 白井 一広 予防部長 田村 公夫 

指導課長 木原 隆史 総括主幹 小山 宏 

病院局    

病院事業管理者 山本 恭平 病院局次長 佐藤 ひとみ 

青葉病院長 六角 智之 海浜病院長 吉岡 茂 

経営企画課長 西野 弘一郎 病院整備室長 渡辺 一雄 

管理課長 鈴木 規宏 人事・定数担当課

長 

川村 美穂子 

青葉病院事務長 池内 一郎 海浜病院事務長 鈴木 進一 

青葉病院医事室長 金 功二郎 海浜病院医事室長 阿部 哲也 

総括主幹 山内 優   
 

審査案件 

議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管 

議案第136号・令和５年度千葉市病院事業会計補正予算（第２号） 

議案第140号・千葉市公衆浴場法施行条例の一部改正について 

議案第141号・千葉市消防関係手数料条例の一部改正について 

請願第 ８号・国民健康保険料の引き下げを求める請願 

協議案件   年間調査テーマの総括について 

            委 員 長   小 坂 さとみ 
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午前10時０分開議 

 

○委員長（小坂さとみ君） おはようございます。 

 ただいまから保健消防委員会を開きます。 

 本日審査を行います案件は、議案４件、請願１件です。進め方の順序に従って進めてまいり

ます。 

 案件審査の後、年間調査テーマの総括をいたします。 

 また、本日は、第１回定例会から開始予定の委員会録画放送の試行として、委員の皆様に実

際の映像を確認していただけるよう、委員席の前にモニターを設置させていただいております

ので、よろしくお願いいたします。 

 傍聴の皆様に申し上げます。委員会傍聴に当たっては、委員会傍聴証に記載の注意事項を遵

守いただきますようお願いいたします。 

 

議案第133号審査 

○委員長（小坂さとみ君） それでは、案件審査を行います。 

 初めに、議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管についてを議

題といたします。 

 委員の皆様は、サイドブックスのしおり１番、保健福祉局の議案説明資料をお開きください。 

 それでは、当局の説明をお願いいたします。健康福祉部長。 

○健康福祉部長 健康福祉部でございます。 

 議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）のうち、健康福祉部所管につ

いて御説明をいたします。 

 保健福祉局議案説明資料の３ページをお願いいたします。失礼して座って御説明させていた

だきます。 

 議案説明資料３ページ、特定医療費、指定難病助成事業についてです。 

 １の補正理由ですが、指定難病医療費助成事業について、受給者数の増加に加え、１件当た

りの医療費も増加しており、当初予算を大幅に上回る支出が見込まれますため、補正を行うも

のでございます。 

 ２の補正予算額ですが、４億5,557万4,000円です。財源につきましては、記載のとおりでご

ざいます。 

 ３、事業概要の（１）事業目的ですが、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図

るため、医療費の一部を助成しております。 

 次に、（２）の対象者ですが、指定難病の診断を受けており、国の定めた病状の基準を満た

している者等となってございます。 

 次に、（３）対象疾病ですが、338疾病となっております。 

 最後に、（４）支給決定件数見込み等ですが、令和５年度当初予算時点では、支給決定件数

を年間８万9,744件、１件当たりの医療費を１万5,536円、手数料を合わせた予算額を14億

1,099万8,000円と見込んでおりましたが、支給決定件数及び１件当たりの医療費が増えたこと

から、決算見込額が18億6,657万2,000円となり、４億5,557万4,000円を補正するものでござい
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ます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） では、一問一答でお願いをいたします。 

 指定難病の医療費助成事業について、受給者数が増加をしているということでありますが、

対象疾病は338あるんですが、近年、市の中で多い疾病というのは何かということと、また増

えている疾病があれば、お聞かせいただけますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 健康支援課長。 

○健康支援課長 健康支援課です。 

 まず、千葉市の中で一番多い疾病ですけれども、潰瘍性大腸炎が最も多くて、全体の約15％

ほどを占めております。それから、増えている疾病ですけれども、こちらもやはり潰瘍性大腸

炎が去年から比べて増えていまして、去年と比較すると、100件以上増えております。ほかの

疾病は大体二、三十件増になっているんですが、潰瘍性大腸炎だけはかなり増えているという

のが特徴だと思われます。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 潰瘍性大腸炎が増えているという話でありましたけれども、これは何

か医学的な部分を含めて要因というか、そういうのというのは当局でつかんでいるものという

のがあるのかということと、あと、１件当たりの医療費も上がっている。これについては、単

純にどういう要因で単価が上がっているか、その辺についても御説明いただけますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 健康支援課長。 

○健康支援課長 健康支援課です。 

 まず、潰瘍性大腸炎が増えている医学的な要因ですけれども、まだはっきりはしておりませ

んで、国のほうの見方としては、医学的な要因というよりは、医療費の助成制度というのが浸

透してきたということとか、これは指定医が診断しなければいけない疾病なんですけれども、

その指定医の制度も浸透してきたということだと考えているようです。 

 それから、医療費の単価なんですけれども、指定難病というものは、原因等が分かっていな

いために、研究がどんどん進んでいる病気なんですけれども、ということで、いろんな薬剤が

開発されていきます。新しいものがどんどん増えてきているということが多分原因の一つでは

ないかとも思われまして、単価も高くなっておりますので、そういうことではないかと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 分かりました。本当に指定医が増えて、今まで例えば、救われなかっ

たというか、フォローアップできなかった人もフォローできているということであれば、やは

り本当にこの疾病で苦しまれている市民の皆さんにとって重要なことだと思いますので、増加

をしているということに対する補正については、我々も賛成をしていきますし、しっかりいろ

いろな形でフォローアップを強化していっていただきたいなということはちょっと要望してお
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きたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございますか。伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） では、よろしくお願いいたします。 

 そんなにございません。まとめてで結構です。 

 まず、１点目に、対象疾病が338ということで、指定難病の数が338ありますよと。一方で、

小児の慢性特性疾病もあると思うんですけれども、今回は特定医療費が増えているのは、指定

難病ですよという話なんですけれども、小児のほうはどうなっていらっしゃるのかというのが

まず１点。 

 それと、あとは、当然この難病というのは、医療費がすごくかかるので、福祉的な側面から

も、こういった医療費助成というのは大事だというふうに認識しております。千葉市の難病の

方が増えている要因の一つとして、例えば、この間も病院局で病院を視察させてもらいました

けれども、中央区なんかにも大きな病院が多く集約しているという、県内の中においても、千

葉市の病院の数も多いというのも背景としてあるんじゃないかなというふうに感じていますが、

そういった場所的な状況の中で、県との、もう少し県からお金を出してもらえるとか、何かそ

ういったことがあるとありがたいのかなというふうに思っていますけれども、それはあくまで

も千葉市は千葉市としてやっていくものだということなのかもしれませんが、そういった自治

体間の格差というかを変えていくためにも、全県的な取組という形も考えていく必要があるの

かなとは思いますが、その辺はどのように皆さん方はお考えになられていらっしゃるのか、２

点で結構です。教えてください。 

○委員長（小坂さとみ君） 健康支援課長。 

○健康支援課長 まず、小児慢性特定疾病の件ですけれども、今ちょっと資料を持ち合わせて

おりませんが、こちらのほうも医療費のほうは増えている傾向にはあります。先ほども申し上

げましたが、１件当たりの医療費単価が増えているというふうには感じております。 

 それから、県内ちょっと千葉市のほうが多いんじゃないかという話ですけれども、この医療

費助成制度については、国の制度なので、２分の１補助というのはどこでも変わらない状況で

す。あと、この難病の制度というのは、もともとは県の事業でして、平成30年に市のほうに事

務移管されたというものになっております。そのときに、県下統一という形で均等に費用のほ

うは配分されております。そんな状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。 

 小児のほうも増えてきているということで、今後またこういった小児の皆さんへの対応とい

うことも出てくるのかなというふうに思っておりますけれども、いずれにせよ、障害もそうで

すけれども、難病も含めてですが、こういった自分ではいかんともし難い現実の中で生活をさ

れていく方が増えてきているという、こういった現状をしっかりとまた受け止めていきながら、

それぞれが本当に千葉市の中で健やかに生活できる環境をつくっていくということは大事なこ

とかなと思いますので、医療費以外にも、保健福祉局として取り組んでいかなきゃいけない課

題は多くあるかとは思いますので、そこも含めてしっかりと寄り添う対策をしていただければ
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と思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございますか。渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 御説明ありがとうございます。 

 １点お伺いしたいんですけれども、指定難病の申請について、電子申請などは検討していな

いのかということと、それから、電子申請することによって利便性も上がると、やっぱり手続

の負担になっていると思うので、電子申請によって患者さんの負担が減るということに加えて、

例えば、手数料を下げられたりというようなことにもつながるのかどうか、伺えたらと思いま

す。 

○委員長（小坂さとみ君） 健康支援課長。 

○健康支援課長 健康支援課です。 

 まず、電子申請等なんですけれども、申請のときには、医師の診断書というものをつけてい

ただいています。その診断書は、決まった書式ですので、今ホームページに全部登載していま

すので、電子で取ることも可能ですし、病院によっては電子カルテというのを使っているので、

もうしっかり電子の状態で取り出せるという状況にはなっていますけれども、行政側のほうで

取り込むシステムというのがまだできていませんで、国のほうもそのような動きをできるだけ

していこうということで、いろんなシステムを少しずつ開発していっているところですので、

千葉市も少しずつ電子申請ができるような形にはなってはきていますけれども、システム自体

全体がまだ出来上がっていないので、なかなかそこまではいきませんけれども、国のほうはそ

のようなことを、マイナンバーとかもありますので、想定はしています。 

 それから、手数料は、ここで言う手数料は、医療費助成に対しての手数料なので、レセプト

の関係の作業をしたときの手数料になるので、またちょっと申請の手数料とは違ってきますの

で、一応そこだけお伝えしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。であれば、電子申請できるようになれば、か

なり患者さんとか、医師の負担も減ると思いますので、国の動向を見ながら検討していただけ

たらと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。ありがとうございます。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございますか。岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） こちらに賛成の立場から所感のみ述べたいと思います。 

 会派でも幹事長のほうが話をさせていただきましたが、その上で、こちら、潰瘍性大腸炎な

ども15％も占めていらっしゃるという中で、新薬のコストなども上がっていらっしゃるという

ことで、どんどん薬も新しくなりますので、これだけ補正が出るのは当然のことと感じます。

一人でも多くの338の疾病をお持ちの方の治療に有効に役立てていただければと願う次第です。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（小坂さとみ君） 御発言がなければ、採決いたします。 
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 お諮りいたします。議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管を

原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（小坂さとみ君） 賛成全員、よって、議案第133号は原案のとおり可決されました。 

 それでは、説明員の入替えを行います。御苦労さまでした。 

［保健福祉局退室、病院局入室］ 

 

議案第136号審査 

○委員長（小坂さとみ君） では、次に、議案第136号・令和５年度千葉市病院事業会計補正

予算（第２号）についてを議題といたします。 

 委員の皆様は、サイドブックスのしおり２番、病院局の議案説明資料をお開きください。 

 それでは、当局の説明をお願いいたします。病院局次長。 

○病院局次長 おはようございます。病院局でございます。 

 病院局では、補正予算２件について御審議をお願いいたします。 

 議案第136号・令和５年度千葉市病院事業会計補正予算（第２号）について御説明いたしま

す。座って説明させていただきます。 

 まず初めに、新病院整備についてでございます。 

 病院局議案説明資料の２ページをお願いいたします。補正予算書は48ページでございます。 

 １の補正理由ですが、令和５年第２回定例会において、建設資材価格及び労務単価等の高騰

や病床数増に伴う工事費の関連経費等について、公的指標に基づき補正予算を編成し、承認を

いただきました。 

 しかし、その後、施工予定者より基本協定書に基づく工事費の見積書が提出されたところ、

社会経済情勢の変化等の影響により、工事費が公的指標を大きく上回る上昇率であったことが

判明いたしました。 

 そのため、施工予定者とコスト削減や設計見直しなどについて協議した結果、改めて工事総

額が増額となったことから、再度、継続費の変更を行うとともに、協議に時間を要し、工事着

手が遅れたため、現年度予算については、減額補正を行うものです。 

 ２の補正予算額についてですが、（１）令和５年度予算補正といたしまして、施工予定者と

の協議に時間を要したことから、資本的収入を72億7,074万9,000円から35億8,750万円減額補

正し、36億8,324万9,000円とするものです。財源内訳については記載のとおりです。 

 （２）の継続費補正としまして、補正前の総額269億1,980万円から47億4,990万円増額し、

補正後の総額を316億6,970万円とするものでございます。令和５年度から７年度までの内訳は、

御覧のとおりでございます。 

 なお、継続費総額には、工事監理契約などの委託料も含まれており、工事費の総額としては、

313億5,000万円になります。 

 ３ページを御覧ください。 

 ３の経緯及び４の工事費予算、積算見積りの推移については関連がありますので、まとめて

説明させていただきます。 

 経緯としましては、令和４年10月に施工予定者と約223億円の基本協定書を締結いたしまし
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た。その後、令和５年度当初予算に約238億円を計上し、４の工事費予算の推移のグラフにあ

りますとおり、６月補正予算で28億円の増、約266億円を計上いたしました。そして、７月に

施工予定者より、実施設計図面に基づく見積額として326億7,000万円の見積書が提出され、８

月から10月にかけて施工予定者と工事費金額について、価格交渉や設計見直しなどの協議を行

いました。この結果、10月に改めて313億5,000万円の見積書が提出され、市において、市の積

算見積額と比べるなどにより精査し、妥当であると判断したため、今回補正予算に計上するこ

とに至ったものです。 

 ４ページを御覧ください。 

 ５の工事費予算の工事種別内訳についてですが、これは、当初予算時から今回の補正予算時

の工事種別ごとの内訳の推移をグラフにより示しているもので、特に大きな金額差としまして、

建築費の上昇幅に比べて、電気や空調、給排水等の設備系の工事費が当初予算や補正予算時の

見積りと比べて、最大で113％の増、２倍以上の上昇となっております。 

 ６の他病院における基本設計から工事費上昇幅の事例についてですが、今回のような公的指

標には表れにくい工事費上昇傾向を確認するために、当病院、以下３病院の状況について調査

いたしました。当病院と類似する病院の建設工事におきましても、基本設計時の工事費と比べ

て、おおむね50％程度の上昇となっていることを確認しております。 

 ５ページを御覧ください。 

 ７の整備概要について、記載のとおりであり、前回の補正予算時と比べて変更はございませ

ん。 

 ８の整備スケジュール予定についてですが、開院時期につきましては、当初の令和８年春か

ら秋頃へと、４か月程度遅れる見込みとなります。補正予算成立後、速やかに工事契約を締結、

着工し、一日でも早い開院を目指して整備を進めてまいります。 

 続きまして、材料費についてでございます。 

 議案説明資料の６ページをお願いいたします。補正予算書は48ページでございます。 

 １の補正理由ですが、青葉病院において血液内科の患者数が、海浜病院において心臓血管外

科及び脳神経外科の患者数が増加したことに伴い、薬品及び診療材料の使用が増加し、材料費

が当初予算を上回る見込みとなったことから、増額補正を行うものです。 

 ２の補正予算額ですが、（１）の材料費の増額として、収益的支出の第１款・病院事業費用、

第１項・医業費用、第２目・材料費について５億3,000万円を増額補正するものです。 

 また、（２）の材料費の増額に伴う入院外来収益の増額として、収益的収入の第１款・病院

事業収益、第１項・医業収益、第１目・入院収益について２億189万3,000円を増額補正し、第

２目・外来収益について３億2,810万7,000円を増額補正するものでございます。 

 ７ページを御覧ください。 

 こちらは、参考としまして、青葉病院の血液内科、海浜病院の心臓血管外科及び脳神経外科

の患者数について表にまとめてございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（小坂さとみ君） それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。 

 なお、質問の前に、質問方法を一括か一問一答かを述べていただくようにお願いいたします。

椛澤委員。 
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○委員（椛澤洋平君） それでは、一問一答でお願いをいたします。 

 初めに、病院の整備の予算について確認をさせていただきたいと思います。 

 この間、様々、建設部材だとか働く方が不足しているいろんな要因があって、こういう建設

費が上がっているのかなと思いますが、確認したいのは、この１回目の見積りの326億円、そ

こから313億円になると、２回目で。この辺の施工事業者との折衝のやり取りの中で、どうい

った部分を調整したのか、あとは医療的な部分でも、縮減というか、影響、そういうのがある

のかどうか、お示しいただけますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 経営企画課病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室の渡辺です。 

 まず、３ページ目にあります施工予定者からの見積りの提出額326億7,000万円から、価格交

渉等により313億5,000万円、差額でありますマイナス13億2,000万円の内訳についてですけれ

ども、建物の外装、内装の仕上げ材の見直しで約３億6,000万円、空調設備の台数とか能力の

変更などで約３億8,000万円など、設計見直しによる減額が９億1,000万円で、価格交渉による

施工予定者からの減額が４億1,000万円となります。 

 なお、この工事費の削減に伴いまして、病院の診療機能、医療機能についての変更はござい

ません。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 外装なんかは、見た目でぱっと見、何か違う部分が出てくるようなも

のというのはあるんでしょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 見た目に関しては、例えばバスロータリー等のひさしの部分の材質を一部、

当初、木目調で木材を実際使う予定だったものを、木材を使わないで、要はシールみたいな貼

付けで行うということで、ちょっと簡易なものにしているという、機能はそれほど変わらない

んですけれども、材質が変わったことによる減額になっております。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 分かりました。 

 あと、確認したいのが、他病院の事例ということでお示しをいただいています。ほかの他都

市の病院も軒並み入札時から金額が大きく上がっているんだということは理解するんですが、

これまでは要するに、今回初めて、初めてというか、ＥＣＩ方式という、設計時点から入り込

んでいくことでいわゆるコストが削減できるんだと、あるいは工期が短縮できるんだと、こう

説明を我々受けてきたわけでありまして、そういう意味において、いずれにしても、これ、単

価含めて、様々工事費が上がっているんですが、その辺、この方式自体で実際やってみて、課

題だったり、どうだったのかという総括はどうなっているのか、その辺の見解をいただけます

か。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室です。 

 ＥＣＩの発注方式によるメリット、デメリット等なんですけれども、やはりＥＣＩ方式は今

回のように物価上昇が想定を超えてしまっている場合には、施工予定者からの見積額が当初の
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合意金額と大きく乖離してしまい、今回のように追加で予算を計上するおそれが発生してしま

いましたが、他市の病院事例でもありますとおり、従来方式でありますと、入札不調となる事

例があるかと思いますが、今回の新病院事業においては、実施設計段階で施工予定者が選定さ

れていることから、入札不調のリスクはなく契約が締結することができること、また、先ほど

もお話ししましたとおり、価格交渉によって、工事費の増額が少なからず縮減できたことがメ

リットであると考えております。 

 以上になります。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 今の話で、今後気になるのは、今回補正予算が通りますと、これから

契約を進めて工事も入っていくんだろうと思うんですが、その中で、いわゆる今後、要するに、

またこの工事単価含めて変動すること、引上げされるということはあるのか、その辺いかがで

すか。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室です。 

 本議案が可決され次第、速やかに施工予定者と工事請負契約を締結いたしますので、今後は、

一般的に認められている物価スライド条項による施工予定者からの請求に基づくもの以外は原

則想定しておりません。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 当初の額より大幅に膨れ上がっているという点では、ぜひ市民の皆様

方にしっかりとその理由含めて御説明をぜひお願いをしたいというふうに思います。 

 先般、委員会で視察をさせていただきました。大変貴重な機会をいただきまして、ありがと

うございました。実際見させていただいて、超低出生体重児の環境だったり、ＮＩＣＵの病床

数だったり、この辺、新病院に移るに当たって、どういう形で機能強化されるのか。あるいは、

救急の部分も見させていただきましたけれども、非常に環境として狭いと。窮屈な環境で、か

なりの人数で対応されていたというふうに見受けられました。今後の新病院において、このＥ

Ｒの救急含めて、どういった機能強化していくのか、お聞かせいただけますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室です。 

 今回、補正議案で認めていただいた次第、今実施設計といって詳細な図面のほうを作成して

おり、その中に、救急の部門であったり、小児の部門であったり、充実は努めてまいりたいと

思います。 

 あと、手術室につきましても、現在が４床（後に５床と訂正）を９床に大きく増床すること

により、手術の対応件数も増加させていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 再三この間議論でありましたけれども、病院の稼働率というんですか、

計上の部分で、今後、政策的な医療の充実はもちろんなんですけれども、やっぱり地域から求

められているがんだとか、あるいは高齢者の皆様方への整形だとか含めて、その辺も含めた後
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の充実に向けての取組はどういう形になるのか、お聞かせいただけますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 海浜病院長。 

○海浜病院長 海浜病院長、吉岡です。 

 高齢者医療の後方連携診療科の充実として、泌尿器科及び呼吸器内科、あとは整形外科の段

階的な増員を今のところ予定しております。それによって、例えば、骨折、あと肺炎、あとは

前立腺関係の泌尿器系の疾患等の高齢者に対して、救急患者をより多く引き受けていくと。 

 また、それと同時に、高齢者のがん診療、それも、先ほど言ったとおり、呼吸器内科、呼吸

器外科、泌尿器科の増員とともに、そういったがん診療も充実化させていきたいと、そのよう

に考えております。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 大変申し訳ございません、先ほど言いました手術室の部屋の数なんですけれ

ども、現海浜病院は４床ではなく、５床でした。申し訳ありません。訂正させていただきます。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 分かりました。整形、泌尿器科含めて、いろんな形で高齢者の皆さん

の医療需要というんですか、そこに対応していただける部分での期待というか、市民の皆様の

部分がありますので、ぜひ医療スタッフの確保、大変御苦労があるんだろうというふうには思

うんですが、しっかりと頑張っていただきたいということで、激励する意味で、本議案には賛

成をいたしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございますか。岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） 賛成の立場から、一つお聞かせいただければと思います。一括です。 

 施工業者の変更、また、外装と内装、空調設備などの手法の見直しということで９億円以上

減額されたというふうに御予算伺いました。この減額によって、確認として伺いますが、例え

ば、免震性などに何か影響は一切ないと認識してよろしいでしょうか。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室です。 

 今回の工事の縮減というか、削減に伴いまして、免震構造等の影響等はございません。 

 以上になります。 

○委員長（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） ありがとうございます。そちらのほうは御確認済みということで承知

いたしました。ますます千葉市の要となる２病院として、地域の役に立っていただけることを

望みます。ありがとうございます。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございますか。伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 一問一答でお願いいたします。 

 今ちょっと施工業者の話が出ましたけれども、改めて確認しますが、変更はないということ

でよろしいですね。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 施工予定者につきましては、鹿島・鵜沢ＪＶでありますので、このあたりは
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変更はございません。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 分かりました。変更がないということで了解いたしました。 

 まず、内容について伺いたいなというふうに思います。 

 非常に物価の変動の中での新しい病院を建てるということで、皆様も大変苦慮されていると

いうことはよく理解をしております。 

 一方で、やっぱり下げられるべきものは下げていただきたいというのが本音です。当然、意

匠も含めてですけれども、けんらん豪華にとは言いませんが、必要のないものはやはり削って

いただいて、簡素であっても、あくまでも病院機能を充実させていくというところが一番大き

なポイントだというふうに思いますので、見た目病院だということが分かって、そして、適切

な医療が受けられるというところに重きを置いていただきながら進めていただきたいなという

ふうに考えております。 

 そういった中で、全体の工程も示されております。今、先ほどの御説明の中でも、主に電気、

空調代がちょっと高騰していますよという話でした。全体の工事を見ると、今の段階での見積

りはこれ以上変えることは多分できないというのは分かるんですけれども、全体の工事を見る

と、特に機電は最後のほうになってくるので、機電を特注で発注する際のタイミングがどこな

のかという、まだ検討していくには時間はあるかと思いますから、来年度以降、また半導体等

の需要も変わってくるんじゃないかというようなお話もございますので、契約は契約時点の金

額でやっていかなきゃいけないというのは理解できるので、ただ、これから先、まだ１年ぐら

い先に機電の工事が多分今の工程でいくと入ってくるんじゃないかなというふうに思われます

ので、そこは事業者さんともしっかりと協議をしていきながら、その中で、もう一度見積りを

取り直して、そのときの価格帯で入れていくということも必要になってくるかなと思いますか

ら、大きな工事になってくると、当然最終的には設計変更も出てくるでしょうから、そこはし

っかりと取り組んでいただきたいなというふうに思っておりますけれども、工事の進め方につ

いて、皆様方はどういった形で進めていかれようと、施工管理も含めてですけれども、考えら

れていらっしゃるのか、まずこのことをお聞きかせいただければと思います。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室です。 

 工事につきましては、今回の議会が議決終了後、速やかに工事請負契約を締結させていただ

きますので、金額的には、そこの金額で固定される形になります。機電、要は電気とか空調等

の設備工事につきましても、その工事費の内訳に入っておりますので、先ほど申しましたとお

り、物価スライド条項以外の項目につきましては、こちら側の設計変更等がない限りは、この

金額で工事は進めさせていただきたいと考えております。 

○委員長（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 済みません、ちょっと意図が伝わってなかったかなと思いますけれど

も、まず、工事監理体制をどういうふうに進めていくのかということ。あくまでも、契約は契

約上の金額なのかもしれませんけれども、当然そのときになったら市場価格というのは変わっ

てくるわけですから、変わってくる可能性はあると思うんですね。あとは、その内容も、その
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機器じゃなきゃいけないのかということも、もう一度議論していただく必要はあるのかなとい

うふうに思っています。 

 あとは、そこは、事業者さんとの協議の中で、その価格帯の変更をどこまでのんでいただけ

るのかというところになってくると思うんですけれども、多分、いいとこ取りしていると言わ

れちゃえば、いいとこ取りしているということになってしまうんですけれども、その以外のと

ころで予算をもう少し削減していける要素があるんであれば、そこは十分に協議をして進めて

っていただきたいなというふうに思っています。当然、事業者さんをいじめてくださいと言っ

ているわけじゃなくて、そこはすり合わせをしていっていただきたい。 

 あとは、その高騰分をどうやって解消していくのかというのは、先日も病院の皆さんから御

説明いただいた中で、政策的医療とか、様々な兼ね合いの中で、どうしてもなかなか医業収入

を上げていくことの難しさということも確認をさせていただきましたが、それはそれとして、

当然、努力はしていただきつつも、健全経営を目指すためにどうしていくのかということは絶

えずやはり考えていっていただきたいなというふうに思っています。 

 ちょっと厳しい話になるかもしれませんけれども、もう一度、いよいよ工事が始まろうとし

ている最中ですので、皆さん方のこの工事に向けて、そして、新しい病院の建設ができた以降

の対応についても、改めてお聞かせいただければというふうに思います。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 済みません、工事契約後、施工段階に入りましても、我々、工事監理を行う

設計会社さん、施工予定者さん、そのほかに、コンストラクション・マネジメントというＣＭ

業者さんを入れまして、工事監理、進捗管理に努めてまいりたいと思います。 

 その中で、例えば、現場に入っていく中で、部材の変更等、コストダウンを図れるものにつ

いては、やはり工事施工後であったとしても努めてまいりたいと。それによって、少しでも工

事費の縮減には努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 分かりました。 

 これ以上お話しすることは特にないですけれども、いずれにせよ厳しい状況の中、財政状況

でもありますので、市民の皆さん、また我々議員にもそうかもしれませんけれども、説明して、

納得していただけるかどうかというのは今後の取組になってくるかと思いますので、いろんな

反響はあるかとは思いますが、その後でもしっかりと、それらの課題を解消していけるような

病院事業になっていただきたいなというふうに期待をしたいなというふうに思っております。 

 そのほかですけれども、済みません、議案第136号の材料費についてです。御説明にもあり

ましたとおり、患者さんの増加に伴う薬品や診療材料の増加があり、今回の議案として提出さ

れているということは理解しました。 

 ただ、一方で、御説明いただく過程において、こう患者さんが増えました。そして、だから

結果として補正額がこれだけになりましたというのは、それは皆さん方の言い分で、その内訳

が何なのかというのが、この説明だけだと、我々何にも判断する材料がないんですよね。増え

たんですか、そうですか、じゃ、当然薬剤費は上がりますよねと、それは分かるんだけれども、

果たしてこの上がっている金額が何をもって我々は妥当だというふうに判断すればいいのか、
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ジャッジすればいいのかというものがないので、そこをちゃんと説明していただきたいんです

けれども、そこを１点確認させてください。 

○委員長（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院の事務局でございます。 

 資料にもお示しいたしましたとおり、青葉病院につきましては、薬品費の費用が非常に多く

なってきたということで補正の議案を出させていただいたということなんですけれども、その

中でも、血液内科の薬品費が非常に費用が増えてきているという形になっております。 

 血液内科で扱う疾患の多くは、いわゆる難病ですとか、造血器腫瘍でありまして、急性白血

病ですとか、悪性リンパ腫、多発生骨髄腫などの造血器腫瘍のほか、幅広く診療を行っており

ます。造血器細胞移植につきましては、青葉病院は移植センターとして、千葉市のみならず、

県内から広く患者を受入れておりまして、患者様の紹介が非常に多くなってきたということに

なりまして、その中で、血液内科につきましては、主に化学療法という高額の薬品を使う治療

が主となってまいりますので、御紹介があった患者様が増えますと、薬剤費のほうがそれに比

例して非常に増えていくという形になっておりまして、今回こういった補正予算をお願いした

という経緯になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 済みません、全然分かんないです。何でこれだけの金額が必要になっ

たのかという数字的な説明がなされていないですよね。要は、その理由は分かります。今聞い

た理由なんでしょうけれども、じゃ、上がっている、例えば１人の患者さんを診るのに、大体

どれぐらいの医療費がかかって、薬剤費がかかって、結果として、これだけの額の増額が必要

になったんですという説明があってしかるべきなんじゃないんですか。患者さんが増えた数と、

その金額が増額した数を今の説明でどう我々は理解しようというふうにおっしゃっているんで

しょうか。そこをもう一度確認させてください。 

○委員長（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院の事務局でございます。 

 特に、今回申し上げた血液内科でございますけれども、入院の単価として、おおむね１日入

院ですと10万円程度、外来におきましても、単価としては10万円程度かかるという形になって

おります。このうち、外来につきましては、外来の化学療法ということをしておりまして、先

ほど申し上げた金額のうち、約８割が薬剤費という形になっております。入院につきましては、

薬剤の費用は約１割ということで、おおむね外来の診療につきましては、８割程度は薬剤費が

かかるという形になっております。 

 もう少し数字のことを申し上げますと、今青葉病院で購入している薬剤費、約800薬品ほど

ございますけれども、このうち上位の500品だけの購入費ですと、こちらは全て血液内科に使

用する薬品費でございますけれども、全体の毎月購入しているのが約１億9,000万円ほど薬剤

費を購入しておりますが、そのうち３割は上位５薬品で占められているという形になっており

ます。また、上位10薬品のうち、８薬品ほどは血液内科で使用いたしますけれども、こちらで

800薬品中10薬品だけで全体の45％程度の購入の割合になっておりまして、血液内科の薬品は

非常に高額ということになっておりますので、患者様が増えますと飛躍的に薬剤費が増えると
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いう構造になっております。 

 以上なっております。 

○委員長（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。今の説明だけでも十分とは思えませんけれど

も、要は説明していただける書類の中に、やはりそういった内容をちゃんとうたっていただい

て、我々にも事前にやはり今の情報を伝えていただいて、議案の議論をさせていただきたいな

というふうに思っています。 

 何となく今の最初の説明だけでいってしまうと、患者が増えたから、薬品費が上がりますと

いう説明で、結果としてこれだけかかっていますよという説明だと、なかなかそこをなぜなの

かというところを我々は知ることができないので、そこはもう少し丁寧な説明をしていただき

たいというふうに思います。特に反対するものではないですが、少しやり取りの中で説明をも

う少ししっかりやっていただきたいということで、そこはお願いをさせていただきたいなとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） ちょっと関連するような形になるんですが、補正予算書の48ページの

ほうで、一問一答でお願いします。病院全体の入院患者数、また通院患者数、外来の人数がか

なり増えているんですけれども、特に海浜病院のほうで、これは何か背景があったんでしょう

か。それとも、去年の数え間違いとか、そんな感じなんでしょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 昨年度に比べまして、今年度患者数が増えている理由ですけれども、まず、脳神経外科は医

師が３人体制となりまして、本格的な診療を開始したということで、これは参考の資料にもご

ざいますが、心臓血管外科と脳神経外科、合計になっていますけれども、その内訳を申し上げ

ますと、今年度、平均から出しました見込みですけれども、心臓血管外科で年間で725人、こ

こはあまり微増ですけれども、脳神経外科のほうは4,473人という患者数が見込まれておりま

す。 

 あとは、今年度特徴がありましたのは、７月、８月ですが、小児で感染症が流行した関係で、

ＲＳウイルスの感染患者が増えたということで、小児科の患者が大きく増加しております。延

べで申しますと、これは10月末時点ですけれども、昨年度に比べまして、病院全体にはなって

しまいますが、5,000人強の増加という状況でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） 了解しました。あまりにも人数に乖離があるので、どういう理由なの

かというので、脳神経外科の入院が増えたとして、年間で2,400人も増えたということ、ほか

のものも増えているとは思うんですが、大体脳神経の患者の方が増えたということなんでしょ

うか。 

○委員長（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 脳神経外科に関しましては、昨年度はまだ医師が１人しかおりませんでして、手術もそれほ
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どやっておりませんでしたので、今年度大きく増えております。そのように見えております。 

○委員長（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） あと、もう一点、血液内科の患者数が増えているということで、増減

で1,354人と、入院で、両方合わせて、2,000人弱なんですけれども、１人に対して10万円で、

増えているのが2,000人で、青葉病院４億400万円というと、何か勘定が合わないような気もし

ないでもないんですけれども、この増え方でいったら4,000人ぐらい増えているんじゃないの

かなと思ったんですけれども、平均的なものなんでしょうけれども、どういう内訳なんか、も

う一度、伊藤委員が聞いたんだとは思うんですけれども、教えていただければ。 

○委員長（小坂さとみ君） 青葉病院長。 

○青葉病院長 青葉病院院長の六角でございます。 

 一つは、この参考資料のほうの血液内科、これは延べ人数でありまして、今年度の見込みが

2,000人増というところで、ちょっと逆算的な計算で大変申し訳ないんですけれども、４億400

万円、これを単純に2,000で割りますと、１人当たり大体20万円近くの増額ということになり

ます。20万円１人上がるというのは、20万円分余計な治療しているというよりも、１年で薬価

が、使う薬剤がかなり進歩してくるというところで、そこでプラスになってくるものが多いと

いうところです。年々新しいものが増えてきて、よりよい治療をするために、非常に高額なの

で、先ほど説明ありましたように、血液内科で使うお薬って物すごく高いので、一つ種類を変

えただけでも相当な額上がってしまうというところで。そう御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） 分かりました。単純計算じゃないよということで、全体的に上がった

から、１人頭の金額も上がったから、全体的に上がってしまったということですね。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。川合委員。 

○委員（川合隆史君） 済みません、いろいろとありがとうございます。一問一答で幾つかお

聞かせ願いたいと思います。 

 まず、新病院できること、ある程度前に進むことが決まったことを本当にうれしく思うんで

すけれども、一つは、４のところの工事費の見積りの推移というところで、最終的には向こう

が提示してきた見積り１回目の金額から13億円ぐらい下がっていると。相手が、基本的に値切

ってきてくれて、何とかしてくれという話ではないと思うんですね。13億円というのは。 

 そうすると、当初こういうものを造ろうと思っていたものよりも、ある程度見直して、13億

円が下がったと思うんですが、その13億円の見直した部分というのはどういうところなのか、

教えていただけますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室です。 

 経緯の３番目の326億7,000万円から313億5,000万円、13億2,000万円を減額した内訳ですけ

れども、建物の外装、内装の仕上げ材の見直しで約３億6,000万円、空調機械設備能力の台数

の変更などで約3.8億円など、設計見直しによる減額で約9.1億円で、価格交渉によって施工予

定者から減額をお願いして約４億1,000万円、合わせまして13億2,000万円が減額となりました。 
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 以上となります。 

○委員長（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。外壁と空調のほうだということで、それに関

しては、当初設計をしたときに、それが必要で４億円ぐらい仕様を落としたという形なんです

けれども、現行上、それで今後の運営に対して影響は与えることはないというイメージでよろ

しいですか。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院の診療機能、医療機能については変更はございません。 

○委員長（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。こういう形で前に進んでいくことというのが

本当に、先ほども言いましたけれども、ありがたいことなんですが、当然、これ、ようやく止

まっていたものが動き始めたと。スケジュールもある程度４か月遅れでやっていくということ

なんですけれども、ハードの部分はある程度整備されたということで理解しておりますが、当

然、病院の運営というのは、人と医師の、医師だけじゃなく、病院に関わる人たちをどういう

ふうに本当にこれからちゃんと整備していって、診療科も増えていこう目標もある中で、しっ

かりと開業に向けて、逆に言うと、海浜病院のスタッフの皆さん、医師をそろえることである

とか、そういうところをしっかりと準備していただいて、令和８年度のオープンに向けてしっ

かりと準備のほうをお願いしたいと思います。 

 あと、補正予算のほう、先ほどから皆さんもあれなんですけれども、おおむね、もう一度確

認なんですけれども、先ほど言ったように2,000人ぐらい増えて、４億円ぐらい増えますよと

いうことだけれども、現実的には、全体的に１人の単価というのは上がっているというイメー

ジから増額もされるということなんですが、割ると、大体さっき言ったように１人１回20万円

ぐらいのということですけれども、全体的に医療費１人当たり大体、血液内科の場合というの

はどれぐらいかかるのか、人という単位と価格という単位で見たときに、どれぐらいのものな

のか、分かれば教えてもらえますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局でございます。 

 先ほどの繰り返しになってしまいますけれども、単価としては、血液内科全体としては10万

円程度なんですけれども、患者様によっては非常に費用がかかるものもありますし、そうじゃ

ない患者さんもいらっしゃいますので、平均すると10万円ですので、特に難病の方ですとか、

薬剤が非常にかかるような患者様が診察を受けられますと、その分、使う薬が１回何百万円単

位になりますので、そういった方がたくさん入院すれば、平均よりも高い毎日の単価になって

きますし、その辺は疾病ごとの単価ということだと思うんですけれども、それは今手元にない

んですけれども、平均すると、血液内科の医者は、10万円ぐらいの１日の単価で診療している

ということになります。 

 補足になりますけれども、御存じと思いますけれども、これは全て費用として購入いたしま

すけれども、診療報酬として、ほぼ患者様ですとか、レセプトで請求するという形になります

ので、これが丸々費用になるというような性質のものではございませんので、そこだけ補足さ

せていただきたいと思います。 
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○委員長（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。先ほどどれぐらい上がったものというのをど

ういう裏づけなのかというところは、やはり私たちも専門家じゃないですから、皆さんから聞

かないと分からないというので、ほかの委員もそういうところを詳細に確認しているというと

ころなんですけれども、実際に、もう一つは、いわゆる材料費増額補正しますよと。そうする

と、人が増えているし、医業としては、いろいろな意味で、前年度よりもしっかりとやってい

ただいているというイメージがあるんですけれども、やっぱりこの増額することによって、全

体的な医療収益というのは、バランス的にこういうふうに会計上は掲げているとは思うんです

が、いわゆる売上げ的には、こういう薬剤の購入費が大体、補正として５億円ぐらい補正をか

けたとすると、実際には見込まれる売上げというのはどれぐらい増加するかというのが、分か

れば教えていただけますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局でございます。 

 お示しいたしました議案第136号の補正予算額の（２）の材料費の増額に伴う入院外来収益

の増額というところがございますけれども、こちらで、補正額が今回、材料費の費用のほうの

補正額５億3,000万円ということでございますけれども、収入につきましても同額増えるとい

うような見積りというふうになっております。 

 先ほど申し上げましたとおり、薬剤費ですとか、材料費というものは、固定費というよりは

変動費ということでございますので、こちらは、先ほど申し上げたとおり、患者様ですとか、

医療保険でレセプト請求するという形にほぼなってまいりますので、かかった費用につきまし

ては、ほぼ収益になってくるのではないかというように考えております。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） 収益というより、実際、５億円の材料を余計増えたということは、医

業全体で考えたら、もう少し収益が上がるんじゃないのという。同額だと、右から左で、人も

動いて、人も増えたのに、実際には材料費で全部消えていますというようなのが医業の現実な

んですかね。僕らからすると、材料費が増えれば、実際には売上げは増えるし、全体的に病院

の収益というのは上がるものだというふうに普通思うんですけれども、医業というのはそうじ

ゃないというイメージでいいんですか。 

○委員長（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営企画課、西野です。 

 今手元にあるのは、両病院合計の数字となってしまいますが、収益に対して、薬品費の割合

が大体18.4％、これは千葉市の病院事業会計実績です。診療材料費は約8.8％ということで、

収益に対しては、合わせると27％程度が薬品費になりますので、患者さんから頂いた診療報酬

と自己負担金に対しての二、三割程度が薬品費で、あとそのほかの部分については給与費等に

充てられることになります。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） そうすると、薬品材料費が５億円上がると、それは大体３割ぐらいだ
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から、実際にはその３倍ぐらいの15億円ぐらいの影響はあるというイメージでいいんですか。 

○委員長（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 基本的に、決算実績からすると、そのような考え方でよろしいかと思います。 

 ただ、実際には決算で他の要素等もありますので、特に青葉病院については、血液内科の割

合が高いことで、結構年によって薬品費の割合が変わったりすることもありますので、それに

関しては、最後決算で整理をさせていただきたいと思いまして、今回の補正は同額とさせてい

ただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。非常にいいことだというふうに理解している

んですね。材料費が当然補正を組むということは予定していたものよりも増えているし、診療

している人も増えているわけですから、非常にいい情報なんですけれども、実際には、この表

を見ると、さっき言ったように、５億円の補正を組んだけれども、売上げ自体も５億円ぐらい

しか上がらないみたいな表現になっていたので、そういうものなのかというところがちょっと

不思議だったので、確認をさせていただきました。 

 当然、これは決算じゃないと確定してこないので、実際には来年の決算を確認しながら、ま

た議論をしていかなければならないと思うんですけれども、そういう意味では、ここの資料に

は出ていないけれども、売上げとしての影響額というのは、大体そういう15億円ぐらいの増額

というのは見込めるんだというところは確認させていただきましたので、まずは治療がしっか

りと安定的に行えるように、そういう材料であったりとか、そういうお金の部分というのは準

備していかなきゃいけないことだと思いますので、しっかりと運用に努めていただいて、我々

はこの補正予算に関しては賛意を当然表しますし、引き続きしっかりとやっていただくことを

お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質問等ございますか。渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 御説明ありがとうございます。では、一問一答でお願いします。 

 ３点伺いたいんですけれども、１点目が、理解不足で申し訳ないんですけれども、医療機器

というのは、こちらの建設費用とは別途かかるのかどうかというところと、あと、現在海浜病

院で使っている医療機器について、過去の答弁を見ていると、リニアックについては使用期限

を迎えるということで、新病院へは移設されないということなんですけれども、今使っている

海浜病院での医療機器というのがどれくらい新病院でも使われることになるのか、伺えたらと

思います。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室です。 

 今回の補正予算、以前に対しても、病院建設費につきましては、医療機器の購入費用は含ま

れておりません。現在使われている海浜病院の医療機器につきましては、精査はさせていただ

いて、何割というところはまだお答えはできないんですけれども、多分、ただ、ほとんどのも

のについては、新病院については新たに機器を購入する予定になっております。その辺につい

てもまた精査はさせていただければと思っております。 
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 以上になります。 

○委員長（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。引き続きお願いします。 

 あと、海浜病院の建設費用について、今後大きく価格が変動することはないというような説

明があったと思うんですけれども、物価スライド条項による変動というのも考えられるのかな

と思うと、まだまだこの費用というのは増える可能性があるのかなというふうに思うんですけ

れども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室です。 

 委員のおっしゃるとおり、現在、世間的には工事費の増加傾向が続いておりますことから、

物価スライド条項に基づく上昇というのは十分あり得る話です。ただ、今回のものとは違いま

して、あくまでも公的指標に基づく上昇幅しか千葉市のほうでは認めませんので、大幅な増額

という、例えば、施工予定者さんからの見積りによる増額ということはあり得ませんので、そ

の辺は大丈夫だと思っております。 

 以上になります。 

○委員長（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。価格交渉と価格縮減に向けての努力されてい

ることについて大変評価いたしております。引き続き、新病院整備に取り組んでいただくよう

お願いいたします。 

 あと、次に、材料費に関連する部分です。患者数の増加ということがあったということなん

ですけれども、患者数の増減というのは、事前に予測することというのは難しいものなんでし

ょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 青葉病院長。 

○青葉病院長 青葉病院長の六角でございます。 

 新規の患者さんを増やす努力を日々続けております。むしろ減るというところは、病院経営

上、問題になってしまうというところで、増やす努力をしているわけですけれども、その働き

かけを続けていく中での増減というのは、やはりその時々によって変わってくるというところ

があると思います。特に、今回のコロナ禍においては、非常に患者数というのが予測がつかな

い状況で３年半続いておりましたので、なかなか事前に、例えば来年度何人になりそうだとい

う予測は、正直申し上げてつけにくいというところがあると思います。 

○委員長（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 病院事業管理者の山本です。 

 血液内科については、高齢化に伴って疾病はだんだん増えてきますので、基本的には増加し

ます。それでまた、血液内科の白血病とか、悪性リンパ腫を診られる病院は、千葉市では青葉

病院がほとんどで、あと、がんセンターと大学もありますが、病床数が一番多いのは青葉病院

ですので、やはりそういった自然増の患者さんが集まってくると。 

 今、お薬がよくなっていますので、非常に存命率が上がってきているわけですね。ですから、

昔ですとすぐに亡くなられていた患者さんが、何回も繰り返し化学療法をされるという形にな

って、何年も元気で過ごされるということになっていますので、そういった意味から自然と患



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－21－ 

者さんが増えているものと、あと既存の患者さんの生存が伸びているというところで、治療の

回数自体は増えてきているというふうに考えております。ですから、血液内科に限って言えば、

今後も少しずつ増えるであろうという予測です。 

○委員長（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございました。よく分かりました。治療につながる患者さ

んが増えているという点で言えば、すごく喜ばしいことかなというふうに理解しました。 

 一方で、患者数の増加は予測が難しいと思うんですけれども、予測ができたほうが経営計画

等も立てやすくなるのかなというふうにも思いますので、努力できるものかどうか分からない

ですけれども、そういった努力ができるのであれば、ぜひお願いしたいなというふうに思いま

す。 

 以上です。丁寧な御答弁ありがとうございます。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御発言がなければ、採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第136号・令和５年度千葉市病院事業会計補正予算（第２号）を原

案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（小坂さとみ君） 賛成全員、よって、議案第136号は原案のとおり可決されました。 

 それでは、説明員の入替えを行います。御苦労さまでした。 

［病院局退室、保健福祉局入室］ 

 

議案第140号審査 

○委員長（小坂さとみ君） 次に、議案第140号・千葉市公衆浴場法施行条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 委員の皆様は、サイドブックスのしおり１番、保健福祉局の議案説明資料をお開きください。 

 それでは、当局の説明をお願いいたします。医療衛生部長。 

○医療衛生部長 医療衛生部です。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。 

 議案第140号・千葉市公衆浴場法施行条例の一部改正について御説明をいたします。座って

説明させていただきます。 

 初めに、１の趣旨ですが、千葉市公衆浴場法施行条例は、多数の人を入浴させる浴場の衛

生・風紀面等の良好な環境を保つことを目的として、構造等の規定を設けておりますが、近年、

サウナを単独または中心とした営業を希望する事業者からの相談が増加しております。 

 しかしながら、現在の条例にはこうした営業形態を想定した規定となっておらず、衛生・風

紀面などに問題がないサウナ室についても許可ができない状況となっております。 

 このような状況を踏まえ、サウナを単独または中心とした営業に係る許可基準を緩和するた

め、当該条例について所要の改正を行うものです。 

 次に、２の主な内容ですが、当該条例の第４条第１項第19号に係るサウナ室における２つの

基準を緩和するため、表に記載のとおり改正するものです。 
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 具体的には、表上段のウ、サウナ室の床面は、必要に応じて排水が容易に行えるよう適当な

勾配及び排水口を設けること。については、一番右の摘要欄に記載のとおり、室内に勾配や排

水口を設置しない場合でも、吸水マットを適切に交換するなど、衛生面で問題がない場合があ

ること、加えて、必要に応じてとの表記が勾配及び排水口の設置が必須でないとの誤解を招く

可能性があることから、必要に応じてとの表記を削除するとともに、基準緩和に係るただし書

を追加いたします。 

 また、下段のオ、脱衣室又は洗い場からサウナ室の室内を容易に見通すことのできる窓を適

当な位置に設け、かつ、サウナ室の室内に非常用ブザー等を備えることにつきましては、摘要

欄に記載のとおり、窓の位置は、室内での事故に加え、衛生・風紀上の支障の有無を確認する

ことが目的であり、脱衣室や洗い場以外からでも容易に見通すことが可能であれば問題がない

ことから、基準を緩和するため、脱衣室や洗い場からとの表記を削除するものです。なお、非

常用ブザー等の設置については、引き続き必須といたします。 

 最後に、３の施行期日につきましては、公布の日といたします。 

 次ページにつきましては、新旧対照表となっておりますので、後ほど御覧ください。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） では、一問一答でお願いをいたします。 

 サウナ、昨今増えているというか、人気というか、ブームというか、その背景があるのかな

と思いますが、千葉市の市内における、いわゆる温浴施設にサウナがある施設というのが何か

所あって、また、ここで言ういわゆる単独サウナと言われる施設というのは何か所あるのか、

把握していますでしょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 生活衛生課でございます。 

 令和５年、今年の10月末現在で、まず、その他の公衆浴場として許可を得ている件数が市内

で122件ございます。この122件のうち、一般の浴槽、洗い場ですね、それにサウナが併設され

ているもの、こちらが41件、それから、浴槽等がなくサウナ単独として許可を得ているものが

８件となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） そうしますと、今単独である８件については、ここで言う適当な勾配、

排水口、こういうのがないものが運営されている、そういうことでいいんでしょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 現在、許可を受けている８件について言えば、現行の条例の規定に沿った形

で許可を得ている施設となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） そうしますと、今後の事業者の設備投資みたいな部分で、今回の条例

改正によって、より低コストで参入できると、そういうことになるんですか。 
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○委員長（小坂さとみ君） 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 生活衛生課でございます。 

 そうですね、近年、例えば、サウナバスといいまして、バスをサウナルームに改装するもの

であったりとか、あとはキャンプ場などにおけるテントサウナ、こういった新しい形態のサウ

ナの相談が事業者から寄せられております。屋外でテントでサウナとなりますと、テントの床

面の下は地面とか、そういった形になっていますので、コスト面というよりは、新しい形態の

許可。こちらに応えられるような規制緩和的な条例改正議案となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） よく今、テントでロウリュをやっていますね。ああいうところで、例

えば、何か事故というか、その手の話というのは特にないですか。安全性の面でどうかという、

その辺の判断はどうなっていますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 生活衛生課でございます。 

 事故の発生事例については把握はしていないんですが、今回認めようとしている新しい形態

のサウナ、それから、現行のサウナにおいても、室内を高温に、または乾燥させるとかという

一定のリスクがございますので、この改正によって、特に増えるとか、減るとか、変動につい

ては特に考えておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 分かりました。本当にニーズに合わせて独自で改正していこうという

ことなんだろうというふうに理解しました。 

 いずれにしましても、安全性の面は、また指導だとか、いろんな面でしっかり対応していた

だくということはお願いをしておきたいと思います。我々としては、賛成したいというふうに

思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） 一問一答です。 

 まず、改正後の市長が認めるときにこの限りではないという形で表記ですので、その基準が

実は明確ではなかったりするのかなというふうには思うんですが、衛生面に、この法律を緩和

していくことは、すごくいろんな意味でいろんなチャンスが出てきます。機会が多くなります

ので、非常に好感するというか、いいことだなとは思うんですが、実際には衛生面で問題がな

い場合というのは、一定的にどういうところの基準を考えているのか、分かれば教えていただ

けますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 生活衛生課でございます。 

 今回の条例改正に伴う基準の詳細につきましては、これまでの許可事例であったりとか、相

談事例を踏まえて定めていくこととなると思うんですが、この勾配並びに排水口の設置、この

第一の目的というか、こちらが主に床面がタイルで、掃除に水をかけて、デッキブラシをかけ
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て、その排水を排水口をから排出するということをもともと前提としたつくりになっておりま

す。第一の目的としては、その清掃等で使用した水が床面に滞留しないこと。滞留することに

よって雑菌の増殖であったり、その他のリスク等がございますので、こちらをメインに今後詳

細な判断基準については定めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。先ほどもお伝えしましたけれども、基準を緩

和していくことというのはいろんな機会ができてくるので、非常にそれは良いことだなと、好

感できることだなとは思います。 

 ただ、一方、やっぱり衛生面でのそういう部分で、利用者の衛生面をしっかりと担保すると

いうところに関しては、いわゆる許認可を出す行政としてしっかりと基準を設けていただいて、

事業者のほうも分かりやすい運用ができるようなものを用意していただくことをお願いしたい

と思います。この議案に関しては賛成させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございますか。伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） よろしくお願いいたします。 

 公衆浴場法施行条例の一部改定について、先ほど来お話がありますけれども、そんなにない

ので、まとめて伺わせていただけたらと思います。 

 現在の条例での営業形態を想定した規定がないということでの条例変更だというふうに認識

しておりますが、その適用に書かれている内容というのは、どの自治体でも同じような適用の

内容での条例、それぞれの条例になっているのか、自治体によって取扱いが変わってくるんだ

と、多分設置される事業者さんも、自治体間のルールが異なることによって、ちょっとややこ

しい話になってくるんじゃないかなと思っておりますが、そこら辺はどのような形で現在の本

市のこの適用をお考えになって、採用されようとされているのかが一つ。 

 あと、もう一つは、公衆衛生の観点という部分は分かるんですが、サウナってやはり熱を持

つものですから、火災とかも心配になってくるんですけれども、消防法との兼ね合いの中での

条例の規定を変更するということは必要がなかったのか。ないのであれば、なぜ今回は特にそ

こまでは条例をいじる必要はなかったのかについて、この２点、確認をさせていただければと

思います。 

○委員長（小坂さとみ君） 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 生活衛生課でございます。 

 まず、１点目の他都市の状況という形になるかと思うんですが、政令指定都市などで見てみ

ますと、まず、厚生労働省のほうで、公衆浴場、サウナに限らずなんですが、公衆浴場におけ

る衛生管理要領というものがまず示されております。各自治体においては、この要領を基に、

それぞれ条例に細かな基準等を規定しているという状況でございますが、自治体によってその

基本となる規定については、おおむねの自治体で規定をしているんですが、細かい部分にいき

ますと、自治体によって規定していたり、していなかったりとか、取扱いがまちまちでござい

ます。 

 また、この新たなサウナの形態に対する許可の状況も、正直、政令指定都市20市の中でも、
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緩和の規定の運用であったりとか、取扱いはまちまちな状況がございますが、参考までに、勾

配であったり、排水口の規定、こちらにつきましては、20政令市のうち、９自治体において何

らかの形で許可をしているという形でございます。また、外部から中を見通すための窓、こち

らにつきましては、５の自治体で何らかの形で許可をしているという状況になっております。 

 次に、消防法との関連ということでございますが、厚労省のこの衛生管理要領の中に、火災

ではないんですが、利用者が高温になったパイプに接触しないよう必要な措置を講ずることと

か、そういった規定がございます。ただ、火災等については、保健所のほうで必要な情報、消

防ともやり取りしながら、指導を行っている状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。 

 適用の内容について、自治体間があるというのは、特にそこが問題だと言うつもりは全くな

いですけれども、いじわるな話をすると、こういった条例を改正する、単に改定しなきゃいけ

ないからしたものなのか、はたまた、やはり千葉市の中にもこういった事業者さんにたくさん

参入していただいて、経済効果を生み出していこうという視点の中でのこういう条例改定にな

っているのか。当然そうなってくると、視点が変わってくると、適用の在り方というものも少

し異なってくるんじゃないかなというふうに思っています。 

 そこら辺はどのような視点の中で今回の条例改定に臨まれたのか、お聞かせいただければと

いうことと、もう一つは、消防法との関係なんですけれども、当然その設備が熱を発するもの

ですから、当然消防法との兼ね合いが出てくるかと思うんですけれども、こういったところも

しっかりと位置づけていきつつ、そして、設置しやすい環境を整えていくという視点は、皆さ

ん方からするとどのようにお考えになられているのか。それは、設備は設備、消防は消防なの

で、消防のほうでやってもらえるから特にいいやというお考えなのか、この一つのサウナを設

置していくに当たって、皆さん方がどういうふうなお考えの中で、このサウナというものが設

置が進んでいけばいいのかというようにお考えなのか、もし所感があればお聞かせいただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 生活衛生課でございます。 

 まず、条例改正案を提出させていただくに当たっての背景という形になるかと思うんですが、

こちら、令和３年１月から今年の９月、約２年半の間に、11社の方から相談がございました。

今回の議案提出に先立っての緩和してもらえないかとか、そういった関連の相談がございまし

た。近年、千葉市に限らず、例えば、東京都で言いますと、23区の中では新たなこういう緩和

規定などを適用して、許可を出している事例もございます。関東近県ですと、比較的柔軟に対

応している事例もあるということもございます。 

 ただ、経済活性化であったりとか、にぎわい創出とか、そういった観点では今回はなく、あ

くまでも衛生面であったり、そういったものが担保できるのであれば、時代の流れに沿った形

で柔軟に対応していこうという考えの下、今回議案を提出させていただいたところでございま

す。 
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 また、消防法の関連につきましては、サウナ施設にかかわらず、公衆浴場、銭湯にしても、

その他の公衆浴場にしても、銭湯なんかにつきましては、いまだにまきを燃料に使っていると

か、ガスだとか、重油であったり、そういった危険物であったり、そういったものを利用して

いる施設がございますので、許可の申請、それから実地検査、そういった点に当たっては、公

衆衛生以前の問題として、やはりその火災の安全、そういったものを常に念頭に置きながら、

現地で適切な指導を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ３回目ですので、所管と意見ということで、淡々と進められていると

いう条例改定なんだなというふうに受け止めました。 

 一方で、特にサウナをたくさん造ってくださいということを言っているわけではなくて、当

然その時代、その時代の背景によって必要とされるものというのは当然変化されていくので、

その時代のニーズもある程度受け止めながら対応できる体制を整えていくということは重要だ

なというふうに思っています。 

 一方で、やはり火災というのが一番怖いので、そういった消防法に関連するものも含めてで

すけれども、要は、安全に利用していただける環境をどう提供していくのかということも、そ

れは保健福祉局のみならず、関わっていく所管がやはり共通認識の下でこういった整備に協力

をしていただくということが大事になってくるかなと思いますので、今後も様々な条例の在り

方とか改定があるかとは思いますけれども、淡々とやっていただくというよりは、もう少し改

定するに当たって、自分たちの思いもそこにのせていただくと、またそれが感じられるといい

なというふうに思います。これは意見です。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございますか。渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 御説明ありがとうございます。では、一問一答でお願いします。 

 まず、１点が、この条例ができる前には、屋外サウナやテントサウナというのを設置するこ

とが難しくて、この条例が施行されることによって、それが可能になるという理解でよろしい

んですかね。 

○委員長（小坂さとみ君） 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 生活衛生課でございます。 

 屋外、屋内にかかわらず、例えば、現行の基準に沿う形であれば、設置する場所は問わない

という形になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。 

 先ほど政令市の状況をお伝えてしていただいたと思うんですけれども、県内やこの千葉市周

辺の特に自治体についての状況はいかがでしょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 生活衛生課でございます。 

 千葉県内につきましては、千葉県の条例、千葉市の条例につきましても、政令市移行であっ
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たりとか、千葉県の現行の条例を踏襲してやっているという状況でございますので、県内につ

いては、現行の千葉市の条例と同様に、勾配並びに排水口がないと基本的には許可できない。

また、脱衣所と洗い場がサウナスペースの隣にあるという前提の今つくりになっているんです

ね。ですので、県内については同様の取扱いとなっていると思います。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。特に、先進自治体に比べて条例の改正が遅れ

たとか、そういうような状況はないということでいいんですかね。 

○委員長（小坂さとみ君） 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 県内では一応１番目という形で、現在、千葉県においても条例改正を検討し

ているということで伺っております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。安全性ももちろん重要だと思うんですけれど

も、そういったことで、民間企業が千葉市中やりやすくなるというのは、すごく評価できるこ

となのかなというふうに思います。 

 あと、この２年間で11件の企業からの要望があったように伺ったんですけれども、今のタイ

ミングになった理由というのは、どういった理由になるんですかね。 

○委員長（小坂さとみ君） 生活衛生課長。 

○生活衛生課長 生活衛生課でございます。 

 タイミングにつきましては、条例改正に当たっての他自治体の状況であったりとか、基礎的

な調査、それから社会の動きであったり、周辺自治体の動きであったり、そのようなものを総

合的に勘案して、今回のタイミングになってしまったというところはございます。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。引き続き安全に配慮しながら、市民の方々が

楽しめるようなサウナが増えていくことや民間企業に機会が広がることを願っております。あ

りがとうございます。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等。須藤副委員長。 

○副委員長（須藤博文君） １点だけ確認、質問させてください。一括です。 

 恐らくこのサウナブームというのと、去年ですかね、消防法が改正されて、二方向避難みた

いなのをしなくていいよという緩和をされたものがサウナを造りやすくなった要因だとは思う

んですけれども、そこで、サウナ11件問合せがあったということですが、踏まえて、千葉市公

衆浴場法の施行条例の３条１項で300メートルという距離制限がされていると思いますが、今

後増えていく中で、これがネックになってくると思うんですが、この２項での基準緩和するこ

とができると、公衆衛生上必要があると認めるときは緩和することができるということで、こ

れはクリアできているということでよろしいんでしょうか。今回、この改正は検討していない

のかというのも併せて教えてください。 

○委員長（小坂さとみ君） 生活衛生課長。 
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○生活衛生課長 生活衛生課でございます。 

 その300メートルの距離要件というのは、一般公衆浴場、いわゆる銭湯に規定されるもので

はないのかということで、私の認識でございますが。法の定義上、一般公衆浴場と言いますと、

イコール銭湯を指すものになっております。銭湯については、近接をさせない要件になってお

ります。今回のサウナであったり、スポーツクラブ内のお風呂とか、ゴルフ場のお風呂だとか

サウナ、こちらにつきましては、条例上、その他の公衆浴場という位置づけになっておりまし

て、大きく分けるとこの二つに対類されるものと認識しております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 須藤副委員長。 

○副委員長（須藤博文君） ありがとうございます。４条の規定は、３条２項に規定する浴場

業を営む者が講じなければならないということだったので、係るのかなと思ったんですけれど

も、分かりました。後で確認させてください。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御発言がなければ、採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第140号・千葉市公衆浴場法施行条例の一部改正についてを原案の

とおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（小坂さとみ君） 賛成全員、よって、議案第140号は原案のとおり可決されました。 

 それでは、説明員の入替えを行います。御苦労さまでした。 

［保健福祉局退室、消防局入室］ 

 

議案第141号審査 

○委員長（小坂さとみ君） では、次に、議案第141号・千葉市消防関係手数料条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 しおり３番、消防局の議案説明資料をお開きください。 

 当局の説明をお願いいたします。予防部長。 

○予防部長 予防部長の田村でございます。座って説明させていただきます。 

 議案第141号・千葉市消防関係手数料条例の一部改正について御説明いたします。 

 議案書では57ページでございますが、説明資料の２ページをお願いいたします。 

 １の背景及び趣旨についてですが、高圧ガス保安法の一部改正により、地方公共団体の手数

料の標準に関する政令の一部が改正されました。この標準事務の手数料を定めた政令の改正に

伴い、千葉市消防関係手数料条例の一部を改正するものです。 

 次に、改正内容についてですが、説明資料の３ページをお願いいたします。 

 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律により、新たに認定高度保安実施者に係る認定制度

が創設されました。高圧ガス保安法において、事業所が新たに高圧ガス貯蔵施設などを設置す

る場合、当該貯蔵施設が技術上の基準に適合しているかなど、行政または指定検査機関等の完

成検査を受けなければなりませんが、この制度では、経済産業大臣の認定を受けた事業所が新

たに高圧ガス貯蔵施設などを設置する際、その事業所自らこの完成検査等を実施することがで
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きるというものです。 

 政令改正により、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく

貯蔵施設等の完成検査手数料算定の軽減対象施設に、この認定高度保安実施者が完成検査を行

った施設が追加されたことから、今回、千葉市消防関係手数料条例の一部を改正するものです。 

 詳細にあっては、説明資料４ページ、５ページの新旧対照表にて御確認ください。 

 最後に、施行日ですが、改正法の施行日と同日である令和５年12月21日としております。 

 議案第141号・千葉市消防関係手数料条例の一部改正についての説明は以上となります。 

○委員長（小坂さとみ君） それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。野島委員。 

○委員（野島友介君） 一問一答でお願いいたします。 

 こちら、市内ではどれぐらいの施設が関係しているのか、お示しください。 

○委員長（小坂さとみ君） 予防部長。 

○予防部長 市内にどれくらい施設があるかということでございますが、認定高度保安実施者

になる予定の事業所はないと聞いておりますので、市内に関係する施設はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） そうしましたら、県内で広げますと対象の施設はどれぐらいあるのか、

お示しいただきます。 

○委員長（小坂さとみ君） 予防部長。 

○予防部長 県内の対象施設でございますが、県内では３事業所が認定高度保安実施者になる

見込みとのことでございます。具体的には、市原市にございますコスモ石油株式会社千葉製油

所、出光興産株式会社千葉事業所、三井化学株式会社市原工場など、大規模事業所が対象にな

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございました。理解いたしました。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございますか。伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 質問ではないですけれども、一応、事業者はいないけれども、もし万

が一というか、事業者が千葉市の中にできた場合の条例への対応ということで認識させていた

だきました。特に反対するものではございませんので、しっかりと進めていただければと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御発言がなければ、採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第141号・千葉市消防関係手数料条例の一部改正についてを原案の

とおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（小坂さとみ君） 賛成全員、よって、議案第141号は原案のとおり可決されました。 
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 それでは、説明員の入替えを行います。御苦労さまでした。 

［消防局退室、保健福祉局入室］ 

 

請願第８号審査 

○委員長（小坂さとみ君） では次に、請願第８号・国民健康保険料の引き下げを求める請願

を議題といたします。 

 委員の皆様は、しおり４番、参考説明資料をお開きください。 

 当局の参考説明をお願いいたします。医療衛生部長。 

○医療衛生部長 医療衛生部です。 

 請願第第８号・国民健康保険料の引き下げを求める請願について、参考説明をさせていただ

きます。 

 令和５年度第４回定例会保健消防委員会参考説明資料を御覧ください。座って説明させてい

ただきます。 

 まず、１、請願の趣旨ですが、一般会計より繰入れを行い、加入世帯の負担軽減のために、

国民健康保険料を下げてほしいというものです。 

 次に、２、現状ですが、初めに（１）財政状況について説明いたします。 

 国民健康保険事業特別会計では、過去には保険給付費の増加等による収支不足を補うため、

一般会計から繰入れを行ってきましたが、平成29年度に累積赤字を解消し、収支不足の繰入れ

は、30年度以降行っておりません。 

 次に、（２）保険料の状況ですが、医療の高度化や高齢化等により、給付費は増加しており

ます。それに伴い、給付費を賄うために、１人当たりの県への納付金が増加となり、令和５年

度は基金から３億6,000万円の繰入れを行った上で保険料の引上げを行いました。改定後の１

人当たり保険料額は11万570円、そのうち、改定による影響額は3,096円となっています。 

 次に、３、本市の考え方ですが、本市では、平成29年度に累積赤字を解消し、30年度以降は、

広域化や公費拡充の効果もあり、一般会計からの収支不足の繰入れがなくなり、国保事業を運

営するために必要な額を保険料及び法定の公費で賄う、本来あるべき姿となっています。 

 しかしながら、今後も医療費は増加傾向にあり、保険料の上昇が見込まれていることから、

保険者として実施できる歳入確保と歳出抑制の取組を推進し、保険料上昇の抑制につなげたい

と考えています。また、今後も、改定に当たっては、急激な保険料の上昇が見込まれる場合な

どには基金の活用を検討いたしてまいります。 

 その上で、今後も必要な改定を行っていく方針であり、一般会計からの繰入れを行い、保険

料引下げを行うことは考えておりません。 

 また、国民健康保険では、未就学児の均等割の５割軽減や、来年１月に開始される産前産後

期間の保険料免除のほか、本市独自の保険料の減免制度など、低所得者に対する保険料軽減制

度を実施しております。また、保険料負担の公平性を図る観点から、賦課限度額の引上げも行

っているところです。 

 加えて、国民健康保険の制制度的な脆弱性を踏まえ、より一層の公費拡充を国に要望してま

いります。 

 説明は以上でございます。 
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○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 それでは、当局、または紹介議員に対する御質疑等がありましたら、お願いいたします。野

島委員。 

○委員（野島友介君） 一問一答で、済みません、当局の方にお願いいたします。 

 最初に、過去３年間の滞納者の数と差押えの件数、あと、差押金額の推移というものをお聞

かせいただけますでしょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 健康保険課長。 

○健康保険課長 健康保険課でございます。 

 滞納者の世帯数となりますが、令和４年度は22万759世帯、令和３年度は22万163世帯、令和

２年度は25万187世帯となります。 

 差押件数は、令和４年度4,428件、令和３年度4,706件、令和２年度は1,541件となります。 

 差押金額は、令和４年度９億8,700万円、令和３年度は10億1,300万円、令和２年度は４億

4,900万円となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ちょっと衝撃的な数字ではございましたが、令和２年の４億4,900万

円の差押金額が今や10億円近くになっていると、２倍ということですけれども、これは本当に

非常にコロナ禍で厳しい自営業者が増えていて、しかも、ただでさえ国保料が高いと言われて

いる中で、やはり資力に合わせて分納相談にしっかり丁寧に応じていただきたいと、差押えに

なる前に、丁寧に分割でもいいからというふうにやっていただきたいと思います。 

 続いて、国民健康保険財政調整基金というもの今どれぐらいあるのか、お示しください。 

○委員長（小坂さとみ君） 健康保険課長。 

○健康保険課長 健康保険課でございます。 

 令和４年度の決算時点で、約24億円となっております。 

○委員長（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 近隣他市及び政令市で保険料を抑えるための繰入れを行っている自治

体があるのか、お示しいただけますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 健康保険課長。 

○健康保険課長 政令市の中で７市、県内市で37市中11市が決算補塡のための法定外繰入れを

行っております。 

 なお、政令市７市は、計画的に繰入れを減額する方向で動いているほか、県内市においても、

段階的に繰入れを縮小する方向で動いております。 

 以上となります。 

○委員長（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 今の政令市７市の中で、一番大きく減額しているいうところが分かれ

ば、あとは、その額がどれぐらいかというの分かればお示しいただきたいんですけれども。 

○委員長（小坂さとみ君） 健康保険課長。 

○健康保険課長 減額している額というのが、一番多くて川崎市で１人当たり9,988円となっ

ております。 
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○委員長（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございます。 

 では、最後、請願紹介議員として一言申し上げさせていただきたいと思います。 

 減免の様々な制度が市としてもあるということは重々承知しておりますし、ただ、構造上、

今請願の趣旨の中にもありましたけれども、コロナ禍でやはり市民の所得減少が続いていまし

て、本当は払いたいけれども、なかなか払えないというような状況が続いております。そもそ

も平成25年の平均保険料で言えば７万9,000円ぐらいだったものが、令和２年で９万2,000円、

今年度は約11万円、とにかくずっと上がってきているというような状況です。 

 本市の保険料は政令市で見ましても、ワースト５位の高さでありまして、市民からも本当に

高過ぎると、支払いに苦慮しているというような声が複数寄せられております。資力があるの

に納付しない被保険者には厳しい徴収を求めることは当然ではございますけれども、仕事や事

業が立ち行かず、払いたくても払えない善意の滞納者には親切な対応をするべきだというふう

に思います。 

 昨今、私相談を受けました62歳の男性の方も、母親と二人暮らしでしたけれども、現在は無

職で、年金もまだ入らないというような状況で、国保料は貯金を切り崩しながら払っていると。

この男性、糖尿病と診断されたことがありまして、医療費が毎回数千円かかると。受診をそれ

で断念したというようなお話も聞きました。野菜を多めに取るとか、食事に気をつけるとかい

うように話しておりますけれども、食費を抑えるために安い弁当を結局購入しているというよ

うなことをおっしゃっておりました。 

 無低診とか生活保護を進めましても、ぎりぎりまで我慢する方がやはり多数いらっしゃるの

かなというような状況でございます。そのまま受診を諦めてしまう方も多くて、国保料を払う

ために、患者が治療を我慢して、病状が悪化してしまえば、やはり先ほどのように、結局手術

や抗がん剤、透析などの多額な医療費が患者と自治体に負担することになってしまうというよ

うな状況で、これでは本当に悪循環だというふうに思います。 

 先ほど来ありましたけれども、自治体独自で、いわゆる一般会計繰入れをして保険料を減額

している自治体、千葉県でいいますと、市川市は、市の財政措置で５年連続で値上げをしてお

りません。本市としても、この基金の取崩しの追加、もしくは、一般会計からの繰入額、これ

を６億円程度増額すれば、例えば、5,000円ぐらいはできるということでございます。 

 本当に苦しんでいらっしゃる皆様方の保険料、市が少しでもサポートしていただきたいと、

そういうことでございますので、厳しい御意見皆様から頂戴するかと思いますけれども、ぜひ

本当にこの自営業者の皆さん頑張っていますので、ここで払えなくて、さっきみたいな差押え

になると、これはもう生活が成り立たないわけでございます。ぜひ、先輩、同僚議員の皆様に

は、この請願への賛同をお願いいたしまして、質問は終わります。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございますか。伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） では、請願第８号の国民健康保険料の引き下げを求める請願について

です。 

 今お話あった件は一定の理解をしますけれども、我々として、本来、国民健康保険の健全な

運営というところでいくと、やはり保険料収入と法定の公費で運営すべきだということがこれ
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までも、うちの会派として、ずっとそうした考えを持って補足説明をさせていただいていると

ころであります。 

 さらに、国民健康保険では、保険料の軽減制度が措置してあるということ。そして、あと、

令和４年度に未就学児の均等割の５割軽減が開始されましたと。さらには、令和６年１月から

は、産前産後期間における保険料の免除も予定されているということでした。 

 また、令和４年度決算においても、１億1,300万円の繰入れも行っております。そうした本

市の独自の保険料の減免制度を実施しているということがあります。 

 加えて、改定に当たっては、先ほども説明がありましたけれども、基金の活用を検討してい

くという考えも御説明いただきました。 

 そういったことから、一般会計から繰入れを行って、国民健康保険料を引き下げるという本

請願には賛成しかねるということで表明させていただきます。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） 質問ではなく意見のほうを言わせていただきます。 

 会派としても、国民健康保険、いわゆる国民皆保険の制度、これは世界から見ても非常に充

実した制度であると。いろんな意味で、この保険制度をしっかりと維持していかなければいけ

ないというのが一番重要であると考えております。 

 先ほど他の委員からも、法定のものであったりとか、そういうもので賄っていく、その運営

に関しては、保険料収入でしっかりと運営していくべきだという考え方は同じでありますし、

まずはしっかりとこの保険制度を維持していくということを考えることから、国民健康保険の

保険料を一般会計から繰入れを行って引き下げるということの請願に関しては、賛成いたしか

ねます。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） 先ほど伊藤委員また川合委員からもありましたとおり、やっぱり保険

制度というものがしっかりと成り立たないといけないということで、さらに、本年度８月に、

子ども医療費につきましては千葉市のほうも改定しておりますし、来年度もまた18歳までの引

上げということもやっているという努力もしております。 

 伊藤委員からもありましたとおり、基金からの繰入れというのも行っている状況で、これ以

上どうにかするというのは難しいかなと。おっしゃる意味はとても分かるし、私も自営業で大

変なときは保険料払えなかったことはあります。ただ、遅れても払っていく、また、いろいろ

と市も相談に乗らないと言っているわけではなく、払えるときにちゃんと支払ってほしいとい

うことをしっかりと言っているので、そういう方には、ぜひとも市のほうには相談していただ

いて、しっかりとまた制度のほうを支えていただくという努力をしていただきたいと、そう思

っております。自由民主党としては、賛成しかねるということを意見として言わせていただき

ます。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 ほかに御発言等ございますか。渡邊委員。 
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○委員（渡邊惟大君） 今回の請願についてなんですけれども、やはり保険料というのを引き

下げることができるなら、引下げのための努力というのは必要だと考えますが、やはり本来の

形であれば、今のような形で、あくまで国民保健事業特別会計内で調整をしていく、賄ってい

くということが本来の今の形が望ましいと考えております。 

 そして、未就学児の均等割の５割削減であったり、あるいは、私たち会派が求めていたよう

に、子ども医療費の削減、負担料の軽減措置等の配慮が必要なことに対する、そういう措置と

いうのは行われておりますことから、やはり今回のように一般会計の繰入れということについ

ては反対ということを申し上げたいと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 ほかに御発言がなければ採決いたします。 

 お諮りいたします。請願第８号・国民健康保険料の引き下げを求める請願を採択送付するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（小坂さとみ君） 賛成少数、よって、請願第８号は不採択と決しました 

 以上で、案件審査を終わります。 

 説明員の方は退室願います。御苦労さまでした。 

［保健福祉局退室］ 

 

年間調査テーマの総括について 

○委員長（小坂さとみ君） では、最後に、年間調査テーマの総括をお願いいたします。 

 今期は、発達障害についてを年間調査テーマとして、第３回定例会で所管事務調査、10月に

千葉市発達障害者支援センター視察、11月に仙台市発達相談支援センター視察を行ってまいり

ました。 

 ここで本日は、総括といたしまして、これまでの調査を振り返っていただき、委員の皆様か

ら御意見等をお伺いしたいと思います。 

 それでは、御発言をお願いいたします。 

 これまで視察等で見てきた結果として、例えば、所管にこんな要望をしたいなであるとかで

も結構でございます。感想等をお聞かせいただければと思います。岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） 今委員長おっしゃいましたように、仙台の南部アーチルさんを視察し

たときに、非常に印象深かったのが、皆様同じようにお感じだったとは存じますが、発達障害

というのは、基本的に完治というのが難しいものなので、一回発症した方というのは、生涯見

守りが必要という考え方の下で、一人一人のデータファイルというのをアイルとたしか呼んで

いらっしゃったと思うんですが、アイルというファイル名にして、それを違う機関を紹介して、

新たな機関がその方の年齢に応じて、時期に応じて、幼少期から成人して、社会人になってと

いう通期を通して、随時その人が必要であるであろう紹介先の機関にもファイルを共有して、

生涯その方をずっと幼少の頃からのデータを活用し続けて見守っていくというシステムが物す

ごく合理的だなと私は感じまして、千葉市でも発達障害支援センターでこちらの取組というの

ができたらいいなと思ったという所感でございます。ありがとうございます。 
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○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） この間、一連、千葉市の発達障害支援センターを見させていただいた

上で、仙台市、先進都市だと言われるところで視察できたということは非常によかったなとい

うふうに思っています。人口規模は若干違いますけれども、２か所でああやって整備していて、

それでもやっぱり相談の待機期間というのは一定あるということで、非常にどこの都市も大変

な課題だなというのを改めて実感しましたし、他方、千葉市が決定的に足りないのは、仙台市

でもありましたけれども、11か所で児童発達の支援センターというのは地域で持っていました。

ですから、なかなか美浜のあそこまで行くのが大変だというお母さんの声もある。だから、地

域でもっと相談できるような環境をつくっていくということが我が市に必要な決定的な流れな

んだろうというふうに私は個人的に思っていますので、それはちょっと委員の皆様ともいろい

ろ考え方あろうかと思いますが、機能強化含めて、引き続き委員会としても強く要望していく

必要があるのかなというふうに感じております。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ほかの委員の方も様々感想を持ってお話をされておりました。基本的

にはそんな大きく変わるところではないですけれども、仙台市に行ってすごく印象的だったの

は、結果として潜在的な待機者がやはりいるという、結果として、その２か所造ったからとい

って、必ずしもそれで全て万事オーケーではないということは改めて分かりました。 

 ですから、障害というのは、そのときもお話しさせてもらいましたけれども、その一センタ

ーが全てこの発達障害に係るものを見ていくというのはやはり限界があって、それぞれの縦割

りになっちゃっている各所管も障害ということに目を向けていきながら、それぞれの場所で解

決できるものは解決していくという取組をしていかないと、なかなか全て専門機関に全部投げ

ちゃうことによって、計画、相談がすごく長くなっちゃったりとかという二次的な問題を抱え

ていくことにもなりかねないので、やはりそういった意味では、本市はまだまだ仙台と比べれ

ばその数は少ないのかもしれませんけれども、そういうネットワークというのをしっかり位置

づけて進めていくということをどうあるべきなのかというところは、今後、千葉市の施設等も

また回りながら、意見を伺いながら進めていく必要があるんじゃないかなというふうに感じま

した。 

 あとは、お母さん方へのケアをどうしていくのか、プラス、御家族をどう見守っていけるの

かというところにも目を向けてやっていく必要があるかなというふうに感じています。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。川合委員。 

○委員（川合隆史君） 私のほうとしても、発達障害、個人的にはいろいろな形で勉強してき

たところであります。今回、仙台市のアーチルさんを見て、すごく千葉市、残念だなと思った

のは、遅れているというよりも、予算のかけ方に関しては非常に差が自治体間であるんだなと

いうのを感じたところでございます。 

 実際には、現状、アーチルでは二、三か月ということですけれども、今、千葉市の初期の相

談体制に関しては、８か月、９か月予約が先になってしまうと。下手すると、小学校に入る前

の相談というのは、年長さんになった段階で予約しても入学までにはできないような、そうい
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うような状況というのを踏まえると、もう少し人的にもいろいろな形で措置していかなければ

ならないなというのを実感したところではございます。 

 ある意味、今回視察をすることによって、自治体間での格差があることであるとか、千葉市

に関してはまだまだ人的な部分、いろいろなお金の部分でも、もっともっと拡充していかなけ

ればならないなというのを実感したところでもありますし、今回、今所管のほうでも相談体制

の充実ということで、一括で複合的な相談をできる、子ども発達相談室が令和６年度に開設さ

れるということで、今準備をしているということですけれども、本当に相談体制の拡充もそう

ですし、対応するいろいろな資源というのを拡充していかなきゃいけないということをしっか

りと委員会からも訴えていかなければいけないなということを実感したところでございます。 

 まだまだ発達障害、先ほどいろいろな委員からも意見が言われているように、実は発達障害

は障害ですから、治ることはない現象ですので、どう一緒に寄り添っていくかというところが

重要になりますので、切れ目がない、子供だけじゃなく、成人してからも、そういうところを

行政としてどういうふうに支援していくかというところは、これからも議論していかなきゃい

けない部分ではあると思いますので、そういうことをしっかりと委員会としても皆さんで共有

して、執行部のほうに求めていけるような体制を整えられればと思いますので、意見としてお

伝えできればと思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。植草委員 

○委員（植草 毅君） 今回も伊藤委員、川合委員と同じような感じなんですが、千葉市は一

応２施設体制で児童相談所というのがありますけれども、その先については、児童相談所とほ

かの施設の連携というのがまだうまくできていない部分もあるんですが、児童相談所のほうで

一生懸命頑張っていただいて、かなりよくなってきているというような実感はあります。 

 ただ、何分人間の数が少ないというような形で、対応できる職員も、本当に突然来た人間も

対応しなければいけないという状態なので、結構苦労が多いのかなと感じております。 

 また、県との連携、生実学校は千葉市内にもあるんですけれども、分校が松ヶ丘にもあるん

ですが、そういうところとの連携というのがまだいまいち、県は県、市は市という形で、一生

懸命児童相談所のほうで頑張ってはいるんですけれども、その先についてがちょっと難しい状

態になっているのかなというのも懸念される部分ではあります。 

 ですので、千葉市としては、また先に、先ほど川合委員が言っていたように、障害というこ

とを考えて、これから増え続けるしかないものなので、それに対応するような、できれば職員

の増加というのができればいいんですけれども、その先の施設も考えて造っていければなと思

っております。また、さらに家族に対してのケアもできるような体制を取れればと思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。米持委員。 

○委員（米持克彦君） 仙台市とかいろいろ視察させていただきまして、完治しない病気で、

早ければ早いほどいいということを初めて教えていただいたんですけれども、千葉市が他市に

ちょっと遅れているというのが非常に残念だということで、なるべく早く設備を完備していた

だきたいというふうに思っております。 
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 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。渡邊委員、よろしいですか。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。千葉市発達障害支援センターと仙台市のほう

の南部アーチルも視察させていただきまして、千葉市がやはりどうしても仙台市に比べて遅れ

てしまっているような状況は理解いたしました。 

 仙台市の場合は、アーチルという形で、１か所でワンストップで対応しているということは

大変参考になるのではないかというふうに思いました。どうしても、国の制度等に何かと縛ら

れてしまって、柔軟な対応できなくなる場合もあるとは思いますので、やっぱり当事者の方の

立場に立っての形で、市として、いろんな制度を超えて対応して、制度とかいろいろワンスト

ップで対応できるような工夫というのはやっぱりできていったほうがいいのかなというふうに

思いました。 

 ただ、仙台市というのは、かなりの歴史があっての今の体制ですので、それを簡単に模倣す

ることは難しいかと思いますけれども、参考にはしていくことはできるのではないかというふ

うに思います。 

 徐々に発達障害というのは認知度というのは上がってきていると思いますけれども、恐らく

正しく理解が広まっているという状況にはまだまだないと思いますので、やはりその診断を受

けた本人や保護者というのは大変不安な状況になっていて、なかなか障害受容できなかったり、

あるいは、そのことによって苦しい思いをされている方は多いと思いますので、やっぱり一刻

も早く安心できる相談体制、各機関につなげていく体制というのが千葉市でもしっかりと確立

していただいていくことが重要かなと思います。 

 千葉市発達障害支援センターの職員さん方も大変熱心に取り組んでくださっていますし、や

はりそういった熱意をしっかりと千葉市としても生かして、バーンアウト等につながらないよ

うにしっかりと体制を整えていくことが重要ではないかと思いました。 

 施設面でも、ハード面を考えたときに、仙台市アーチルというのは大変落ち着いて相談がで

きるような施設になっていたと思いますので、やはり今後、予算的に難しいところはあると思

いますけれども、できれば少しでも安心できる環境でできるように、施設面での整備というの

もできる限り進めていくべきではないかというふうに思いました。 

 今後、千葉市で新たな取組も始まりますし、また仙台市や他市を参考にしながら、発達障害

の当事者の方、保護者の方が安心して生活できるような環境を整えていくべきだと考えており

ます。 

 以上です。ありがとうございます。 

○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 ほかに御意見等ございますか。須藤副委員長。 

○副委員長（須藤博文君） それでは、私からも３点ほど。 

 まず、１点目は、皆さんおっしゃっていたとおり、生涯にわたる途切れのない一貫したとい

う点で、生涯補完するアイルなんていうものはしっかりと参考にさせていただいて、行政とし

ても、この生涯にわたるという発達障害の特性はしっかりと捉えていければと思います。 

 また、２点目は、仙台市に関しては、１万件を超える相談というものに対応しているという

ことで、職員数も100人以上で対応しているということでした。一方で、千葉市が職員数とし
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て確保できるのは、恐らくそんなに多くないということですので、我々が仙台市で見てきた以

上は、今後この予算の確保、設備の拡充、そして、職員数もしっかりと確保していって、本当

の意味の連携、福祉まるごとサポートセンターや今後できるこども発達障害相談室、こういっ

たものの連携をしっかり確認していくことが重要だと思いました。 

 また、最後に、３点目としては、この相談体制を整えていくだけでなく、恐らく闇が深いの

は、この相談に来られない方々だと思います。まずは、この相談を拡充させていく中で、知識、

経験を身につけていただいた上で、アウトリーチ、届かないところに届かせるということが重

要ではないかというふうに思いました。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 皆様の御意見ありがとうございます。 

 総じて、やはり本市はまだまだ予算のかけ方が少ないということ、結果として人的な措置が

できていないということかなというふうに思いました。先ほどアイルというお話がありました

が、アイルに関して本当に私たちも非常に多くの委員の皆様が評価が高いというふうに感じて

おります。 

 実は本市も、アイルに似た手帳があるんですけれども、聞くところによると、各項目が非常

に細か過ぎて、結果使われていないということで、ちゃんと書いてもらえば非常に価値ある利

用ができるんですけれども、書かなければゼロなのでということのようです。この改善点に関

しても、本市から仙台市に視察に行っておりますので、認識を持っているようですけれども、

何分人的に人が足らないということで、そこに時間をかけていけないという現状のようですが、

新しく相談室ができたら人も増員ということを聞いていますので、ぜひ期待はしたいと思いま

すが、私たちも引き続き要望していく必要があるかなというふうには思っております。皆様の

意見、ありがとうございます。 

 そうしましたら、今後の調査予定としましては、子ども発達相談室など、発達障害に関し事

業の進展等があれば、必要に応じて所管事務調査を行いたいと考えていますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 以上で、保健消防委員会を終了いたします。御苦労さまでした。 

 

午後０時33分散会 

 

 

 


